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地・ の判例
年前の火災死 事故と 瑕疵

 

 

土地購入者が、購入した土地上にあった建
物で 年前に焼死者を出した火災事故があっ
たことは土地の れた瑕疵に該当し、その事
実について調査、説明をしなかった売主と媒
介業者に し の いを めた事案
において、本件火災事故等の事実は土地の
れた瑕疵に該当しないとして買主の が
された事例（東京地裁 平成 年８月７日

判 ウエストロー・ジャパン）

事 の
買主Ｘは、平成 年 月、Ｙ２の媒介によ

り、Ｙ１（ 業者）との で、自宅建築
を目的として、土地 以 「本件土地」
という。）を で購入する の売買契
約（以 「本件売買契約」という。）を締結
した。
Ｘは、平成 年２月７日までにＹ１に し

て上記売買 を、Ｙ２に し媒介
数 として を った。
本件土地上には、平成６年３月当時、

２ 建ての共同住宅１ が存在したが、同月
日、同建物が 焼 する火災（以 「本

件火災事故」という。）が発生し、同建物に
居住していた １名が同火災により死亡し
た。
Ｙ１らは、本件売買契約の締結に し、Ｘ

に し、本件火災事故があったこと及び本件
火災事故により死者が発生したことについて
ら告 なかった。
Ｘは、平成 年 月 日、 との で、

本件土地を に で売 する の売
買契約を締結した。本件土地は、同年 月

日、同日売買を原因としてＸから に
記された。

Ｘは、焼死者を出した本件火災事故は本件
土地の瑕疵に該当し、その事実を知っていれ
本件土地を購入することはなかったと主張

し、Ｙ１らに し瑕疵 、説明義務違
反に基 く として、本件土地の購入

と 売 の である の
を めるとともに、 にＹ２に して

は説明義務違反に基 く として既
媒介 数 の を め した。

判 の
裁判 は のように判示し、Ｘの を
した。
ある土地において 的に忌 避 られる

ような出来事が発生してから一 の にお
いては、当該土地につき忌 避 られるべき
心理的 があるものとして当該土地に瑕疵
があるということができる場合がある。
これを本件について ると、 平成６年３

月当時、本件土地上には （防火 ）２
建ての共同住宅１ が存在していたこと、
同月 日、同建物が 焼 する火災が発

生し、同建物に居住していた １名が同火
災により死亡する本件火災事故が発生したこ
と、 本件火災事故後の同年４月１日頃、同
建物は全て取り壊されたこと、 本件売買契
約が締結された平成 年 月 日当時、本件
土地は 敷きの月 駐車場として使用され
ていたことが認められる。
上記の認 事実によれ 、本件土地上に存

在した建物において火災事故が発生し、同建

物の居住者１名が死亡した本件火災事故は、
原告が本件売買契約を締結した平成 年 月

日から既に 年以上が経過した過去の出来
事であることに加え、本件火災事故が発生し
た本件土地上の建物は、本件火災事故後の平
成６年４月１日頃には全て取り壊され、本件
売買契約締結当時には本件土地は駐車場とし
て使用されていたことが認められる。そうす
ると、本件土地上に存在した建物で本件火災
事故が発生し死者が出たという事実は、本件
売買契約締結当時においては、相当程度風化
され希釈化されていたものであって、合理的
にもはや一般人が忌避感を抱くであろうと考
え得る程度のものではなかったと認めるのが
相当である。（Ｘは、本件土地上での本件火
災事故の発生及び死亡者の発生という事実は、
現在も多くの近隣住民の意識のうちに鮮明に
記憶されていると主張するが、これを認める
に足りる的確な証拠はない。）
したがって、本件売買契約締結当時、本件

火災事故を原因とする瑕疵が本件土地にあっ
たと認めることができない。
Ｘ自身も平成 年 月頃まで本件火災事故

の存在を知らなかったことが認められること
からすると、本件売買契約当時において、本
件土地の売主であるＹ１及び媒介業者である
Ｙ２は、通常の取引過程において、本件火災
事故の存在及び本件火災事故により死者が発
生した事実を知り得たということはできず、
また、上記事実の存否につき調査すべきであ
ったともいえない。
したがって、Ｙ１らが本件火災事故の発生

及び本件火災事故により死者が発生した事実
を説明すべき義務を負っていたとはいえず、

、

Ｙ１らが上記事実を説明しなかったことをも
って、Ｙ１らに説明義務違反があったとはい
えない。

まとめ
本件は、買主の土地購入目的が自宅建築で

あるものの、事故発生からの経過年数、事故
のあった建物が既に存在していない、現在も
近隣住民の関心の度合が高いとはいえない等
を総合的に考慮し、土地の瑕疵に該当しない
と判断された事例である。
宅建業者等にとって、取引物件において過

去に発生した事故等が説明すべき瑕疵に該当
するか否か、非常に難しい問題であり、明確
な判断基準も示されていないことから、各々
の事案によって個別に判断することになる。
現在は取り壊され滅失している建物にて、

過去自殺等があったことが心理的瑕疵にあた
るかが争われた事例については、３年前土地
上にあった建物内での火災による焼死者の存
在が瑕疵に当たるとされた事例（

）、既に取り壊された座敷蔵において約７
年前に縊首自殺があったことは瑕疵に当たら
ないとされた事例（大阪高裁 ・ ・ 判
例時報 ）、８年７か月前土地上にあっ
た共同住宅一室での焼身自殺の存在は瑕疵に
当たらないとされた事例」（東京地裁 ・
・ ウエストロー・ジャパン）などが見ら

れるので、参考としていただきたい。
自殺や死亡事故の発生した物件の仲介の実

務においては、トラブル防止の観点から、「知
った事実」は説明しておくことが望ましいと
言え、買主の購入目的が居住用の場合は一層
の注意が必要と考えられる。

土地の売買において、 年前に発生した焼死者を出した火災
事故は土地の瑕疵に該当しないとされた事例

（東京地判 平成 年８月７日 ウエストロー・ジャパン）
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地・ の判例
年前の火災死 事故と 瑕疵

 

 

土地購入者が、購入した土地上にあった建
物で 年前に焼死者を出した火災事故があっ
たことは土地の れた瑕疵に該当し、その事
実について調査、説明をしなかった売主と媒
介業者に し の いを めた事案
において、本件火災事故等の事実は土地の
れた瑕疵に該当しないとして買主の が
された事例（東京地裁 平成 年８月７日

判 ウエストロー・ジャパン）

事 の
買主Ｘは、平成 年 月、Ｙ２の媒介によ

り、Ｙ１（ 業者）との で、自宅建築
を目的として、土地 以 「本件土地」
という。）を で購入する の売買契
約（以 「本件売買契約」という。）を締結
した。
Ｘは、平成 年２月７日までにＹ１に し

て上記売買 を、Ｙ２に し媒介
数 として を った。
本件土地上には、平成６年３月当時、

２ 建ての共同住宅１ が存在したが、同月
日、同建物が 焼 する火災（以 「本

件火災事故」という。）が発生し、同建物に
居住していた １名が同火災により死亡し
た。
Ｙ１らは、本件売買契約の締結に し、Ｘ

に し、本件火災事故があったこと及び本件
火災事故により死者が発生したことについて
ら告 なかった。
Ｘは、平成 年 月 日、 との で、

本件土地を に で売 する の売
買契約を締結した。本件土地は、同年 月

日、同日売買を原因としてＸから に
記された。

Ｘは、焼死者を出した本件火災事故は本件
土地の瑕疵に該当し、その事実を知っていれ
本件土地を購入することはなかったと主張

し、Ｙ１らに し瑕疵 、説明義務違
反に基 く として、本件土地の購入

と 売 の である の
を めるとともに、 にＹ２に して

は説明義務違反に基 く として既
媒介 数 の を め した。

判 の
裁判 は のように判示し、Ｘの を
した。
ある土地において 的に忌 避 られる

ような出来事が発生してから一 の にお
いては、当該土地につき忌 避 られるべき
心理的 があるものとして当該土地に瑕疵
があるということができる場合がある。
これを本件について ると、 平成６年３

月当時、本件土地上には （防火 ）２
建ての共同住宅１ が存在していたこと、
同月 日、同建物が 焼 する火災が発

生し、同建物に居住していた １名が同火
災により死亡する本件火災事故が発生したこ
と、 本件火災事故後の同年４月１日頃、同
建物は全て取り壊されたこと、 本件売買契
約が締結された平成 年 月 日当時、本件
土地は 敷きの月 駐車場として使用され
ていたことが認められる。
上記の認 事実によれ 、本件土地上に存

在した建物において火災事故が発生し、同建

物の居住者１名が死亡した本件火災事故は、
原告が本件売買契約を締結した平成 年 月

日から既に 年以上が経過した過去の出来
事であることに加え、本件火災事故が発生し
た本件土地上の建物は、本件火災事故後の平
成６年４月１日頃には全て取り壊され、本件
売買契約締結当時には本件土地は駐車場とし
て使用されていたことが認められる。そうす
ると、本件土地上に存在した建物で本件火災
事故が発生し死者が出たという事実は、本件
売買契約締結当時においては、相当程度風化
され希釈化されていたものであって、合理的
にもはや一般人が忌避感を抱くであろうと考
え得る程度のものではなかったと認めるのが
相当である。（Ｘは、本件土地上での本件火
災事故の発生及び死亡者の発生という事実は、
現在も多くの近隣住民の意識のうちに鮮明に
記憶されていると主張するが、これを認める
に足りる的確な証拠はない。）
したがって、本件売買契約締結当時、本件

火災事故を原因とする瑕疵が本件土地にあっ
たと認めることができない。
Ｘ自身も平成 年 月頃まで本件火災事故

の存在を知らなかったことが認められること
からすると、本件売買契約当時において、本
件土地の売主であるＹ１及び媒介業者である
Ｙ２は、通常の取引過程において、本件火災
事故の存在及び本件火災事故により死者が発
生した事実を知り得たということはできず、
また、上記事実の存否につき調査すべきであ
ったともいえない。
したがって、Ｙ１らが本件火災事故の発生

及び本件火災事故により死者が発生した事実
を説明すべき義務を負っていたとはいえず、

、

Ｙ１らが上記事実を説明しなかったことをも
って、Ｙ１らに説明義務違反があったとはい
えない。

まとめ
本件は、買主の土地購入目的が自宅建築で

あるものの、事故発生からの経過年数、事故
のあった建物が既に存在していない、現在も
近隣住民の関心の度合が高いとはいえない等
を総合的に考慮し、土地の瑕疵に該当しない
と判断された事例である。
宅建業者等にとって、取引物件において過

去に発生した事故等が説明すべき瑕疵に該当
するか否か、非常に難しい問題であり、明確
な判断基準も示されていないことから、各々
の事案によって個別に判断することになる。
現在は取り壊され滅失している建物にて、

過去自殺等があったことが心理的瑕疵にあた
るかが争われた事例については、３年前土地
上にあった建物内での火災による焼死者の存
在が瑕疵に当たるとされた事例（

）、既に取り壊された座敷蔵において約７
年前に縊首自殺があったことは瑕疵に当たら
ないとされた事例（大阪高裁 ・ ・ 判
例時報 ）、８年７か月前土地上にあっ
た共同住宅一室での焼身自殺の存在は瑕疵に
当たらないとされた事例」（東京地裁 ・
・ ウエストロー・ジャパン）などが見ら

れるので、参考としていただきたい。
自殺や死亡事故の発生した物件の仲介の実

務においては、トラブル防止の観点から、「知
った事実」は説明しておくことが望ましいと
言え、買主の購入目的が居住用の場合は一層
の注意が必要と考えられる。

土地の売買において、 年前に発生した焼死者を出した火災
事故は土地の瑕疵に該当しないとされた事例

（東京地判 平成 年８月７日 ウエストロー・ジャパン）
 

8



【Ｑ】先着順による景品提供
当社が所有する販売戸数 戸のマンション（価格 万円～ 万円）の販売に際し、

先着順で 名に景品を提供したいのですが、いくらまでの景品類の提供ができるのでしょうか。

【Ａ】
提供できる景品類の限度額は、懸賞商品の場合は 万円までですが、総付景品の場合は、

取引価格の パーセント又は、 万円のいずれか低い額の範囲内とされています。
先着順で景品類を提供する場合は、懸賞景品ではなく、総付景品と解されていますから、お

尋ねの場合は、 万円までの景品類を提供できます。
なお、仲介の場合の取引価額は、原則として媒介報酬限度額となります。

一社 全国賃貸不動産管理業協会へのご入会を！
全宅管理会員サポーター制度 実施中‼
全宅管理サポーター制度とは、 年 月 日～ 年 月 日までに、

全宅管理会員から紹介を受けた新規入会会員は、入会金２万円が免除される
制度です。

ご入会いただくと最新の業界情報や業務支援ツールの提供、また書式のダ
ウンロードなど、メリットのある各種サポート事業があります。
この機会に是非、ご入会していただき、私たちのスローガン『「住まう」

に、寄りそう。』の想いを、より多くの賃貸不動産管理業者と共有し、賃貸
不動産管理業の適正化、標準化を目指していきましょう

詳しくは全宅管理ホームページをご覧ください。

不動産広告Ｑ＆Ａ

不動産広告の相談事例Ｐ ～Ｐ より引用

（一社）全宅管理広島県支部からのお知らせ

広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 5・6 月号 

 

 

2020 1 のスマイミー ュー ルに き、検 ューが たに されました。 検

ューは、スマート ンに しています。 

 

＜ ページ＞検 ュー 

 

検 ュー  

・ ッ ル  

物件検  

ュー ル 

※ 住 、 2部 以上、 5 15 、 20 以  

物件検   ※ ーナーチェンジ 物件 

インスペクション 

物件検  

ュー ル 

※ 住宅、 マンションの  

不動産会社検  ュー ル 

 

 

 

 

 

 

＜スマイミー会 ページ＞物件登録画面 

物件登録方法・・・ ーナーチェンジを選択 

マンション・ の （建物全部）・ の （建物 部）の  

 

  

スマイミー  サイトリニューアル ニュー  

検 ューに するためには、 

下記の物件登録方法をご ください。 
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広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 5・6 月号 

 

 

2020 1 のスマイミー ュー ルに き、検 ューが たに されました。 検

ューは、スマート ンに しています。 

 

＜ ページ＞検 ュー 

 

検 ュー  

・ ッ ル  

物件検  

ュー ル 

※ 住 、 2部 以上、 5 15 、 20 以  

物件検   ※ ーナーチェンジ 物件 

インスペクション 

物件検  

ュー ル 

※ 住宅、 マンションの  

不動産会社検  ュー ル 

 

 

 

 

 

 

＜スマイミー会 ページ＞物件登録画面 

物件登録方法・・・ ーナーチェンジを選択 

マンション・ の （建物全部）・ の （建物 部）の  

 

  

スマイミー  サイトリニューアル ニュー  

検 ューに するためには、 

下記の物件登録方法をご ください。 

各
種
サ
イ
ト
と
の
連
携
サ
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中
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広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 5・6 月号 

インスペクション物件登録方法・・・ハトマーク R住宅関連項目のいずれかを選択 

物件登録画面（「スマイミー基本」タブ）の最下部にあります、「不動産コンシェルジュ中国地区協議

会【 国土交通省支援事業 】 安心・安全サポートナビ」の下記チェック項目で赤枠となっている箇

所を選択してください。 

※必ず書類等の確認を行った上で選択してください。 

 

 

 

 

ハトマーク R 住宅として物件を登録するためには以下の検査や基準に適合する必要がござ

います。 

 

スマイミー連動サービスを使えば、これまで手書きで作成していた複雑な申込書類が簡単に

作成できるようになります！スマイミー連動サービスの詳細については下記お問合せ先ま

でご連絡ください。 

＜お問合せ先＞ 

広島宅建株式会社 TEL：082-243-9507  FAX：082-243-9915 

 

 

 

 FAX 会員  会員  発  

備後版【住まいの情報】7 月号 2020/5/25 2020/5/26 2020/6/12 

備後版【住まいの情報】8 月号 2020/6/22 2020/6/23 2020/7/10 

備後版【住まいの情報】9 月号 2020/7/22 2020/7/27 2020/8/14 

備後版【住まいの情報】10 月号 2020/8/24 2020/8/25 2020/9/11 

会員 15 ま とな ま  

  （住まい ）・・・・・・・データプロ（株）  TEL：084－926－1246 

 内  

・ み スマイミー 動サー ス  

広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 5・6 月号 

  

会員 い い 保 社と い い 保 しサポートしま  

な まし 支 い しま  

ッ ト  

 

代 店 不  

不 ま  

更新 不  

 

保 不  
保 プロ い いニッセイ 和 保 カスタマーセンター 保 内・  

安  

 

な事務 きなし 
な 保 集 き 内  

スマイミー しま  

 

物 件 手  事 項 

・ 住宅物  

（ 建・ マンション） 

・ 人  

 新 住宅

とし ま  

・ な 保

（地 保 ） し

支 い しま  

 スマイミー

 

・ 保 代 店

い 会員 不  

・ 保 商 ・ ・内

保 集

行  

 

会 の にお いすること スマイミーとの「連動サービス」について 

 保 代 店 取  

  

 シート  

 事項証  

スマイミー 物 動 サー ス

きま  

 

 

 

 

 

 

い いニッセイ 和 保  保 スキーム い   

ここをク ック 

詳しくは下記「会 サポートページ」

をご ください。 

 

お に お 問 い 合 せ く だ さ い 。  

広 島 宅 建 株 式 会 社 
（中 国宅建サポート ンター） 

TEL：  

FAX：  

お問い合 せ先 

各
種
サ
イ
ト
と
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
実
施
中
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広島宅建株 会社                                          宅建ひろしま 5・6 月号 

インスペクション物件登録方法・・・ハトマーク R住宅関連項目のいずれかを選択 

物件登録画面（「スマイミー基本」タブ）の最下部にあります、「不動産コンシェルジュ中国地区協議

会【 国土交通省支援事業 】 安心・安全サポートナビ」の下記チェック項目で赤枠となっている箇

所を選択してください。 

※必ず書類等の確認を行った上で選択してください。 

 

 

 

 

ハトマーク R 住宅として物件を登録するためには以下の検査や基準に適合する必要がござ

います。 

 

スマイミー連動サービスを使えば、これまで手書きで作成していた複雑な申込書類が簡単に

作成できるようになります！スマイミー連動サービスの詳細については下記お問合せ先ま

でご連絡ください。 

＜お問合せ先＞ 

広島宅建株式会社 TEL：082-243-9507  FAX：082-243-9915 

 

 

 

 FAX 会員  会員  発  

備後版【住まいの情報】7 月号 2020/5/25 2020/5/26 2020/6/12 

備後版【住まいの情報】8 月号 2020/6/22 2020/6/23 2020/7/10 

備後版【住まいの情報】9 月号 2020/7/22 2020/7/27 2020/8/14 

備後版【住まいの情報】10 月号 2020/8/24 2020/8/25 2020/9/11 

会員 15 ま とな ま  

  （住まい ）・・・・・・・データプロ（株）  TEL：084－926－1246 

 内  

・ み スマイミー 動サー ス  
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全宅住宅ローン(株) フラット 35 不動産 システム スマイミー と 動し 行

ま とな （ ） 者 支 い

いま し 全宅住宅ローン株 会社 中国支店（TEL：082-545-2721）ま い い  

 

き（ 物 動 サー ス クリック） 

フ ーム 事項 し 信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信 い い ショート ッセージ 発信い しま  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全宅住宅ローン（フラット 35） い  

登録物件の情報（ や面 等）が 動 されます

ので、必 項目をご ください。 

後、ご いただいた にお

全宅住宅 ーンの か ご連絡をさせて きます。

お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位
入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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